
  
 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
十
八
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
二
項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
い
う
。
）
、
ス
ト

ー
カ
ー
行
為
等
（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
に
支
障
が
生
じ
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
女
性
の
置
か
れ
た
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改

め
る
。 


